
※お電話に受付は平日の9：00～17：00になります。

☏ 0247-82-6265田村市船引町東部台三丁目４３番地
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＜事務所より＞

詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい

先日、県行政書士会郡山支部で「BCP（事業継続計画）につい
て」研修がありました。災害時の対応はもちろんですが、何か
起きたときに、どういった手順を踏んで行動するかをあらかじ
め計画し、演習をすることが大切で、企業の価値にも影響する
とのことでした。
11月の年金相談日は「2、9、16、21、28、30日」です。
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

年収の壁・支援強化パケージについて
今月は

①手当等支給メニュー ②労働時間延長メニュー ③併用メニュー

※社会保険適用促進手当の対象は、新たに社会保険適用で標準報酬10.4万円以下。
(同一事業所内で公平性を考慮する場合は既適用者も対象になる場合あり)
※現在のところ最大２年間
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